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北
方
民
族
に
つ
い
て 

 
 

 
北
方
民
族
か
ら
見
る
と
、
南
に
漢
族
、
そ
の
南
に
江
南
人
が
い
た
。 

 
 

 

北
方
民
族
は
昔
、
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
歴
史
が
は
っ
き
り
し
な
い
。 

 

 
 

【
北
方
民
族
】 

 
 

 
 

 
 

【
中
国
王
朝
】 

 
 
…

 

は
北
方
民
族 

 
 

匈 

奴 
 

 
 

 
        

    

秦 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

     

前
漢 

 
 

    

〇
匈
奴

き
ょ
う
ど

は
漢
と
敵
対
し
、
唐
の
頃
に
は
い
な
く
な
っ
た
。 

 
 

鮮 

卑
（
ト
ル
コ
系
）  

 
  

後
漢 

 
 

 

〇
北
魏
・
東
魏
・
西
魏
・
北
斉
・
北
周
・
隋
・
唐
は
す
べ
て 

 
 

柔 

然
（
モ
ン
ゴ
ル
系
） 

 

北
魏 
南
朝   

鮮
卑

せ

ん

ぴ

の
拓た

く

跋ば
つ

部
に
属
す
る
非
漢
民
族
政
権
で
あ
る
。 

 
 

突 

厥
（
ト
ル
コ
系
） 

 
 

隋 
     

 
 

つ
ま
り
遊
牧
系
武
人
の
伝
統
・
体
質
が
色
濃
い
。 

 
 

回 

鶻
（
ウ
イ
グ
ル
）  

 
   

唐 
 

 
 

  
〇
柔
然

じ
ゅ
う
ぜ
ん

は
拓
跋
部
に
属
し
た
が
、
の
ち
長
を
可
汗
と
称
し
て 

 
 

契 

丹
（
遼
モ
ン
ゴ
ル
系
） 

宋 
 

 
 

 
  

モ
ン
ゴ
ル
高
原
を
領
し
た
が
突
厥
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。 

 
 

女 

真
（
満
州
ツ
ン
グ
ー
ス
系 

金 

南
宋 

〇
突
厥
は
唐
に
滅
ぼ
さ
れ
、
回
鶻
（
ウ
イ
グ
ル
）
が
モ
ン
ゴ
ル 

 
 

蒙 

古
（
モ
ン
ゴ
ル
） 

 
 

 

元 
 

 
 

 

高
原
を
支
配
し
た
。 

 
 

韃 

靼
（
タ
タ
ー
ル
・
モ
ン
ゴ
ル
系
） 

明 
 

〇
王
の
こ
と
を
、
漢
人
は
皇
帝
と
よ
び
、
匈
奴
・
鮮
卑
は
単
于
、 

 
 

女 

真
（
満
州
人
）    

 
 

 

清 
 

 
 

 

柔
然
・
突
厥
は
可
汗
、
モ
ン
ゴ
ル
は
汗
と
よ
ん
だ
。 

 

 

◆
匈
奴

き
ょ
う
ど

と
は 

匈
奴
は
騎
馬
人
で
あ
る
。
人
間
が
馬
に
じ
か
に
騎の

る
と
い
う
技
術
を
考
え
た
の
は
、
紀
元
前
八
世
紀
か
ら

同
三
世
紀
ご
ろ
ま
で
黒
海
沿
岸
の
草
原
で
活
躍
し
て
い
た
ス
キ
タ
イ
ら
し
い
。 

ス
キ
タ
イ
は
目
が
く
ぼ
ん
で
隆
鼻
の
イ
ラ
ン
系
民
族
で
あ
る
。 

こ
の
ス
キ
タ
イ
の
騎
馬
技
術
が
中
央
ア
ジ
ア
の
草
原
で
牧
畜
を
し
て
い
る
諸
民
族
に
影
響
を
与
え
、
東
へ
進

み
モ
ン
ゴ
ル
高
原
（
平
均
標
高
一
五
八
〇
米
）
の
民
族
を
ス
キ
タ
イ
化
し
、
つ
い
に
大
騎
馬
団
を
も
っ
て
中

国
史
に
出
現
（
紀
元
前
三
一
八
）
し
た
の
が
匈
奴
で
あ
る
。 

匈
奴
が
ど
う
い
う
人
種
で
あ
る
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
漢
字
に
音
が
移
さ
れ
る
言
葉
の
片
鱗
か
ら
み

れ
ば
モ
ン
ゴ
ル
人
で
あ
り
、
そ
の
体
型
に
つ
い
て
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ス
キ
タ
イ
の
よ
う
な
白
人
に
似
、

あ
る
い
は
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
の
一
派
の
古
代
ト
ル
コ
人
で
は
と
言
わ
れ
る
。 

「
モ
ン
ゴ
ル
紀
行 

司
馬
遼
太
郎 

朝
日
文
庫
」 

ス
キ
タ
イ
は
騎
馬
遊
牧
民
と
し
て
紀
元
前
か
ら
、
黒
海
沿
岸
か
ら
南
シ
ベ
リ
ヤ
、
中
央
ア
ジ
ア
の
草
原
に

分
布
し
て
い
た
。 

ペ
ル
シ
ャ
帝
国
の
ダ
レ
イ
オ
ス
一
世
（
在
位
・
前
五
二
二
～
前
四
八
六
）
を
も
っ
て
し
て
も
、
征
服
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
部
族
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
歴
史
家
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
ス
キ
タ
イ
を
こ
う
評
し
て
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い
る
。 

「
町
も
城
壁
も
築
か
ず
」
「
そ
の
一
人
残
ら
ず
が
家
を
運
ん
で
移
動
し
て
ゆ
く
」
「
騎
馬
の
弓
使
い
で
」
「
種

も
ま
か
ず
耕
す
す
べ
を
知
ら
な
い
」
「
生
活
は
・
・
・
家
畜
に
頼
り
」
「
ペ
ル
シ
ャ
王
が
・
・
向
か
っ
て
き
た

場
合
は
・
・
逃
れ
つ
つ
・
・
撤
収
し
ペ
ル
シ
ャ
王
が
退
け
ば
追
跡
し
て
攻
め
る
」 

漢
の
歴
史
家 
司
馬
遷
が
匈
奴
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
し
か
も
、
ス
キ
タ
イ
や
匈
奴
は
文
字
を

持
た
ず
、
歴
史
を
記
録
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
。 

「
興
亡
の
世
界
史
２ 

ス
キ
タ
イ
と
匈
奴 

遊
牧
の
文
明 

林
俊
雄 

講
談
社
」 

 

匈
奴
は
南
の
漢
民
族
と
敵
対
し
て
い
た
が
、
紀
元
五
〇
年
こ
ろ
つ
ま
り
、
後
漢
の
は
じ
め
に
匈
奴
内
の
争
い

に
よ
り
南
北
に
分
裂
し
た
。
南
匈
奴
が
漢
に
帰
属
し
た
。
牧
畜
を
主
と
し
た
生
活
は
急
速
に
中
国
化
し
た
。 

北
匈
奴
は
、
九
一
年
に
後
漢
と
南
匈
奴
の
連
合
軍
に
敗
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
か
ら
西
方
に
の
が
れ
た
。 

四
世
紀
中
頃
か
ら
さ
ら
に
西
進
を
始
め
た
。
こ
れ
が
「
フ
ン
族
」
と
呼
ば
れ
る
。 

フ
ン
族
は
ク
リ
ミ
ヤ
・
カ
ス
ピ
海
に
進
出
し
た
た
め
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
西
ゴ
ー
ト
族
が
ド
ナ
ウ
川
を
渡
っ
て

ロ
ー
マ
帝
国
に
移
動
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
東
西
に
分
裂
し
（
三
九
五
年
）
、
バ
ル
ト
海
付

近
に
い
た
ゲ
ル
マ
ン
人
の
諸
民
族
が
次
々
と
ロ
ー
マ
帝
国
領
内
に
入
り
、
各
地
に
国
家
を
建
設
し
た
。 

フ
ン
族
は
ア
ッ
チ
ラ
大
王
の
も
と
で
勢
力
を
拡
大
し
、
現
地
の
ゲ
ル
マ
ン
人
や
ス
ラ
ブ
人
を
従
属
さ
せ
大
帝

国
を
建
設
し
、
シ
リ
ア
に
侵
入
し
た
。
四
二
二
年
、
東
ロ
ー
マ
は
、
毎
年
三
五
〇
ポ
ン
ド
の
金き

ん

を
フ
ン
族
に
支

払
う
条
件
で
和
平
条
約
を
結
ん
で
い
る
。 

ガ
リ
ア
（
北
フ
ラ
ン
ス
）
に
軍
を
進
め
た
た
め
、
そ
こ
に
い
る
西
ゴ
ー
ト
と
西
ロ
ー
マ
は
連
合
し
フ
ン
族
と

戦
い
、
両
軍
と
も
に
大
損
害
を
出
し
て
、
ア
ッ
チ
ラ
は
本
拠
地
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
戻
っ
た
。 

翌
年
イ
タ
リ
ア
を
目
指
し
て
西
進
し
た
が
、
ポ
ー
川
の
平
原
ま
で
来
て
ロ
ー
マ
教
皇
レ
オ
一
世
と
の
会
見
後
、 

な
ぜ
か
本
拠
地
へ
戻
っ
た
。
し
か
し
西
ロ
ー
マ
帝
国
は
滅
亡
し
て
し
ま
う
。
フ
ン
族
は
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
フ
ン

帝
国
を
建
て
、
一
時
的
に
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
（
今
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
）
を
脅
か
し
た
。 

フ
ン
帝
国
は
ア
ッ
チ
ラ
の
死
後
、
五
世
紀
中
頃
に
瓦
解
し
た
が
、
七
世
紀
に
ブ
ル
ガ
ル
汗
国
（
ブ
ル
ガ
リ
ア

人
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
）
を
建
て
て
い
る
。
（
ブ
ル
ガ
ル
人
は
フ
ン
の
末
裔
と
い
わ
れ
る
） 

匈
奴
の
古
い
中
国
語
読
み
は
フ
ン
ヌ
で
あ
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
子
供
に
は
今
も
、
尻
に
青
い
蒙
古
斑
が
出
る

と
い
う
。
ド
イ
ツ
人
は
こ
れ
を
モ
ン
ゴ
リ
ア
ン
・
プ
ン
ク
ト
（
点
）
と
い
う
。 

「
中
国
史
の
な
か
の
諸
民
族 

川
本
芳
昭 

山
川
出
版
社
」 

 

◆
「
鮮
卑
」
は
ト
ル
コ
系
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
大
興
安
嶺
の
北
部
、
今
の
黒
竜
江
省
に
住
ん
だ
遊
牧
民
族
で

漢
民
族
と
接
触
し
た
の
は
遅
か
っ
た
。 

（
京
都
大
学
の
川
勝
義
雄
教
授
は
、
鮮
卑
は
モ
ン
ゴ
ル
族
だ
と
考
え
る
の
が
最
近
の
定
説
で
あ
る
と
著
書
「
魏

晋
南
北
朝 

講
談
社
学
術
文
庫 

」
の
中
で
述
べ
て
い
る
） 

同
族
に
烏
桓

う

が

ん

が
い
て
後
漢
の
時
代
に
は
匈
奴
と
同
様
、
遼
河
の
西
岸
に
至
る
一
帯
に
い
た
が
、
一
世
紀
末
に 
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匈
奴
が
衰
え
る
と
、
鮮
卑
は
代
わ
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
進
出
し
て
二
世
紀
の
末
に
民
族
を
統
一
し
て
、
東
は 

遼
河
か
ら
西
は
ア
ル
タ
イ
山
脈
に
及
ぶ
大
帝
国
を
つ
く
っ
た
。 

鮮
卑
の
一
部
族 

慕 ぼ

容 よ

う

部
の
建
て
た
前
燕
、
後
燕
、
拓 た

く

跋 ば

つ

部
の
建
て
た
北
魏
（
中
国
北
部
を
統
一
し
た
）
な
ど

が
、
中
國
北
部
に
南
下
し
た
た
め
、
五
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
は
「
柔
然
」
（
モ
ン
ゴ
ル
系
）
が
移
動
し
て

き
た
。 

こ
れ
で
中
国
は
北
か
ら
順
に
、
柔
然

じ
ゅ
う
ぜ
ん

、
北
魏
、
宋
（
南
朝
）
と
三
層
に
区
分
さ
れ
た
。
六
世
紀
に
は
柔
然
に

服
属
し
て
い
た
ト
ル
コ
系
の
「
突
厥

と

っ

け

つ

」
が
力
を
つ
け
て
、
柔
然
を
滅
ぼ
し
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
カ
ス
ピ
海
ま
で
の
大

帝
国
を
建
て
、
南
の
唐
と
争
っ
た
。 

 ◆
「
ツ
ン
グ
ー
ス
」
（
固
有
満
州
人
）
と
は
狩
猟
・
牧
畜
を
生
業
と
す
る
民
族
で
、
満
州
と
呼
ば
れ
た
大
平
原

地
帯
で
活
躍
し
た
。
中
国
史
に
は
隋
唐
の
「
靺
鞨

ま
つ
か
つ

」
、
宋
以
降
は
「
女
真

じ
ょ
し
ん

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

な
か
に
は
高
句
麗
や
渤
海
と
い
う
強
大
な
国
家
を
建
設
し
た
。
こ
れ
ら
諸
族
は
基
本
的
に
は
万
里
の
長
城
を
越

え
て
南
下
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

（
ツ
ン
グ
ー
ス
は
狩
猟
の
ほ
か
農
耕
も
お
こ
な
い
、
麦
、
粟
、
ひ
え
な
ど
の
耕
作
も
す
る
が
、
副
業
と
し
て
豚

を
飼
う
。
ト
ル
コ
語
で
豚
を
意
味
す
る
ト
ン
グ
ズ
の
訛
っ
た
も
の
が
ツ
ン
グ
ー
ス
な
の
で
あ
る
） 

北
東
の
盛
国
と
称
さ
れ
た
渤
海
国
（
ツ
ン
グ
ー
ス
の
靺
鞨
が
建
国
）
が
遼
（
契
丹
族
の
耶
律
阿
保
機
が
建
国
）

に
よ
っ
て
亡
ぼ
さ
れ
た
の
ち
、
再
び
女
真
と
い
う
名
の
も
と
に
結
集
し
、
金
国
を
建
て
会
寧
（
満
州
吉
林
）
を

首
都
と
し
て
、
宿
敵
た
る
遼
を
滅
ぼ
す
。
さ
ら
に
北
宋
の
打
倒
へ
と
展
開
す
る
。 

し
か
し
、
元
の
軍
事
力
に
圧
服
し
た
時
代
に
も
、
女
真
族
の
結
集
は
存
続
し
、
明
の
あ
と
清
と
し
て
興
隆
す

る
。
今
日
、
そ
の
大
部
分
は
シ
ベ
リ
ヤ
と
極
東
地
域
に
住
む
。 

 

◆
「
ウ
イ
グ
ル
」
は
、
は
じ
め
モ
ン
ゴ
ル
高
原
、
の
ち
ト
ル
キ
ス
タ
ン
方
面
に
移
住
し
た
ト
ル
コ
系
民
族
の
一
つ
。 

現
在
は
中
国
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
と
旧
ソ
連
の
中
央
ア
ジ
ア
を
主
た
る
居
住
地
と
す
る
。 

人
口
は
中
国
に
七
〇
〇
万
人
、
旧
ソ
連
に
二
十
万
人
。 

◆
「
モ
ン
ゴ
ル
」
に
つ
い
て
。 

中
国
の
周
辺
国
家
と
い
う
の
は
、
こ
と
ご
と
く
中
華
の
風ふ

う

を
慕
い
、
中
国
文
明
を
と
り
い
れ
た
。 

朝
鮮
と
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
濃
厚
で
、
日
本
も
そ
の
例
外
で
な
い
。 

も
っ
と
も
ひ
ど
い
の
は
東
胡

ツ
ン
グ
ー
ス

系
の
半
農
半
牧
の
異
民
族
で
、
か
れ
ら
は
五
胡
十
六
国
の
時
代
以
来
、
中
国
に

侵
入
し
て
国
を
樹
て
る
こ
と
し
ば
し
ば
で
、
と
き
に
満
州
か
ら
出
た
金
帝
国
の
よ
う
に
強
大
な
国
を
樹
て
、
さ

ら
に
清
王
朝
ま
で
つ
く
っ
た
が
、
す
べ
て
中
国
文
明
に
同
化
し
、
民
族
そ
の
も
の
ま
で
が
漢
民
族
の
中
に
溶
け

は
て
て
し
ま
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
モ
ン
ゴ
ル
人
の
み
が
例
外
な
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
古
来
、
中
国
文
明
を
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
受
け
つ
け
ず
、
む
ろ
ん
姓
を
つ
け
る
真
似
も
せ
ず
（
モ
ン
ゴ
ル
人
に
姓
は
な
い
）
、
衣
服
そ
の
他
の
風
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俗
を
変
え
ず
、
か
れ
ら
は
大
陸
内
部
で
元
帝
国
を
つ
く
っ
た
が
、
そ
の
と
き
も
中
国
文
明
を
拒
絶
し
た
。 

元
帝
国
が
ほ
ろ
ぶ
と
、
温
暖
の
中
国
に
愛
着
を
も
た
ず
、
さ
っ
さ
と
集
団
で
北
方
の
地
へ
帰
っ
た
。 

モ
ン
ゴ
ル
人
は
土
地
を
掘
り
起
こ
す
農
耕
を
卑い

や

し
む
の
で
あ
る
。 

モ
ン
ゴ
ル
が
世
界
帝
国
を
作
り
得
た
理
由
の
一
つ
に
、
遠
征
の
と
き
一
兵
士
は
替
え
馬
を
十
～
十
五
頭
引

き
連
れ
て
進
軍
し
た
た
め
攻
撃
の
迅
速
性
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。 

「
モ
ン
ゴ
ル
紀
行 

司
馬
遼
太
郎 

朝
日
文
庫
」 

 元
は
中
国
で
は
な
い
。
中
国
社
会
へ
の
同
化
を
志
向
し
な
か
っ
た
。
元
は
異
民
族
の
征
服
王
朝
で
あ
っ
て
、

モ
ン
ゴ
ル
語
・
モ
ン
ゴ
ル
文
字
の
公
用
語
化
、
政
治
の
官
僚
に
は
一
族
譜
代
の
重
用
、
身
分
の
区
別
に
上
か

ら
、
蒙
古
人
、
色
目
人
、
漢
人
、
南
人
（
南
宋
人
）
の
四
つ
を
つ
く
っ
て
、
待
遇
に
差
を
つ
け
た
。
ま
た
科

挙
を
廃
止
し
た
こ
と
は
、
儒
教
的
教
養
人
を
締
め
出
し
た
。 

「
中
国
史
の
な
か
の
諸
民
族 

川
本
芳
昭 

山
川
出
版
社
」 

 

遠
征
軍
の
食
料 

モ
ン
ゴ
ル
軍
の
遠
征
に
は
、
「
歩
く
食
料
」
と
し
て
羊
が
連
れ
て
い
か
れ
た
。
そ
の
ル
ー
ト
は
草
原
と
水

場
を
結
ん
だ
コ
ー
ス
を
選
び
、
各
軍
団
が
分
か
れ
て
進
軍
し
た
。
ま
た
保
存
食
を
携
行
し
て
い
た
。
牛
の
赤

身
の
肉
を
冬
の
低
温
で
二
年
間
乾
燥
さ
せ
、
水
分
を
抜
い
た
う
え
で
槌
で
た
た
い
て
繊
維
状
に
し
、
さ
ら
に

臼
で
突
き
固
め
て
圧
縮
し
た
も
の
で
あ
る
。
遠
征
に
は
、
こ
れ
を
牛
の
膀
胱
に
詰
め
て
携
行
し
た
。
湯
を
注

ぎ
入
れ
数
倍
に
膨
ら
ま
せ
て
食
べ
た
。
一
つ
の
膀
胱
の
袋
に
は
、
牛
一
頭
ぶ
ん
の
赤
身
が
入
り
、
十
人
の
兵

士
の
三
週
間
ぶ
ん
の
食
料
に
な
っ
た
。 

「
詳
説 

世
界
史
研
究 

木
下
康
彦
ほ
か 

 

山
川
出
版
社
」 

騎
馬
民
族
は
多
く
の
馬
群
を
管
理
す
る
た
め
に
、
馬
の
去
勢
技
術
を
重
要
視
し
た
。 

牡お
す

馬
は
発
情
期
に
な
る
と
、
牝め

す

争
い
を
は
じ
め
て
群
れ
は
分
散
し
て
し
ま
う
。
群
れ
を
保
つ
た
め
に
、
モ
ン

ゴ
ル
、
キ
ル
ギ
ス
、
カ
ザ
フ
、
コ
ザ
ッ
ク
な
ど
騎
馬
民
族
の
ほ
と
ん
ど
は
、
本
当
の
牝 め

す

馬
に
乗
り
、
牡 お

す

馬
は

繁
殖
用
の
種
馬
と
狼
狩
り
に
使
う
。 

（
オ
ヤ
ジ
馬
は
牝
ば
か
り
追
い
か
け
ま
わ
す
の
で
、
そ
れ
が
ヤ
ジ
ウ
マ
の
語
源
だ
と
い
う
） 

「
騎
馬
民
族
の
源
流 

豊
田
有
恒 

徳
間
文
庫
」 

◆
モ
ン
ゴ
ル
人
の
血
は
イ
ン
ド
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。 

 
 

 

チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ
ン
家
（
モ
ン
ゴ
ル
族
）
に
生
ま
れ
た
チ
イ
ム
ー
ル
は
、
一
三
七
〇
年
に
チ
イ
ム
ー
ル
朝

を
創
設
し
て
、
中
央
ア
ジ
ア
全
域
の
支
配
権
を
握
り
、
一
四
〇
一
年
に
ダ
マ
ス
ク
ス
を
略
奪
し
翌
年
に
は
オ

ス
マ
ン
朝
軍
を
破
り
、
南
は
北
イ
ン
ド
に
い
た
る
大
帝
国
を
建
て
た
。 

チ
イ
ム
ー
ル
の
五
代
目
子
孫
で
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
の
血
を
引
く
バ
ー
ブ
ル
は
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
南
下
し
て
、 

一
五
二
六
年
に
イ
ン
ド
の
デ
リ
ー
に
入
城
し
て
、
ム
ガ
ー
ル
帝
国
を
創
始
し
た
。
そ
の
後
三
三
〇
年
間
続
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い
て
、
一
九
世
紀
に
英
国
領
イ
ン
ド
に
な
っ
た
。
ム
ガ
ー
ル
は
モ
ン
ゴ
ル
の
訛 な

ま

り
で
あ
る
。 

 
◆
西
域
の
河
西
四
郡 

紀
元
前
百
年
こ
ろ
前
漢
の
武
帝
は
外
征
し
て
匈
奴

き
ょ
う
ど

を
北
に
追
い
払
う
こ
と
に
苦
戦
し
て
い
た
。
外
征
し
て

匈
奴
に
敗
れ
た
李
陵
将
軍
を
か
ば
っ
た
こ
と
で
、
司
馬
遷
が
失
脚
し
た
の
も
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

 

匈
奴
の
制
圧
に
大
い
に
活
躍
し
た
の
は
、
将
軍
衛 え

い

青 せ

い

（
武
帝
の
皇
后
衛
氏
の
異
母
弟
）
や
霍
去
病

か

く

き

ょ

へ

い

（
衛
青

の
甥
）
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
こ
れ
ま
で
甘
粛
省
の
西
北
に
拠
っ
て
い
た
匈
奴
と
の
戦
い
に
何
度
も
勝
利

し
、
武
帝
は
こ
の
地
域
に
武
威

ぶ

い

・
酒
泉
の
二
郡
を
新
設
し
た
。
後
に
こ
の
二
郡
を
割
っ
て
張
掖

ち
ょ
う
え
き

・
敦
煌

と

ん

こ

う

の
二

郡
を
増
設
し
、
こ
れ
を
河
西
（
黄
河
の
西
）
の
四
郡
と
称
し
て
い
た
。
そ
し
て
地
方
を
鎮
め
護
る
軍
事
拠
点

を
都
護
府
と
し
た
。 

 

 

◆
三
世
紀
こ
ろ
、
地
球
規
模
の
寒
冷
化
が
つ
づ
き
、
北
方
民
族
は
南
下
を
は
じ
め
た
。 

 
 

 

こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
各
国
が
乱
立
し
て
争
っ
た
と
き
、
漢
の
あ
と
の
混
乱
し
た
五
胡
十
六
国
・
南
北
朝
時

代
を
終
わ
ら
せ
た
の
は
、
の
ち
の
隋
・
唐
帝
国
の
母
胎
と
な
っ
た
「
北
魏
」
で
あ
る
。 

 
 

 

北
魏
の
孝
文
帝
（
六
代
）
は
名
君
と
い
わ
れ
、
胡
族
・
漢
族
を
あ
わ
せ
た
身
分
秩
序
を
築
い
た
り
、
都
を

平
城(

大
同)

か
ら
南
の
洛
陽
に
遷
都
し
た
。
朝
廷
に
漢
語
の
使
用
、
胡
族
の
姓
を
漢
民
族
の
姓
に
改
め
さ
せ

(

た
と
え
ば
拓
跋
氏
の
姓
を
元
氏
に
改
め
た)

、
胡
服
を
漢
服
と
す
る
こ
と
を
定
め
る
な
ど
「
漢
化
政
策
」
を

進
め
た
。
た
だ
し
、
軍
隊
で
は
、
号
令
は
鮮
卑
語
で
あ
っ
た
し
、
軍
服
は
胡
服
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。 

 

北
魏
の
北
方
で
、
新
た
に
台
頭
し
た
遊
牧
民
族
の
柔
然

じ
ゅ
う
ぜ
ん

の
防
衛
の
た
め
、
六
つ
の
辺
境
に
軍
鎮
を
も
う
け

て
州
に
相
当
す
る
地
方
行
政
区
を
お
こ
な
わ
せ
た
。
そ
の
一
つ
が
武
川

ぶ

せ

ん

鎮
で
あ
る
。
平
時
は
遊
牧
や
農
耕
を

お
こ
な
い
戦
時
に
は
兵
と
な
る
の
で
あ
る
。
武
川
鎮
に
は
楊
氏
（
の
ち
の
隨
を
建
国
）
や
李
氏
（
の
ち
の
唐

を
建
国
）
が
い
た
。
武
川
鎮
は
現
在
の
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
の
首
都
フ
フ
ホ
ト
（
呼
和
浩
特
）
の
北
方
に
あ

っ
た
。 

北
魏
の
孝
文
帝
が
「
漢
化
政
策
」
を
進
め
て
南
下
す
る
と
、
六
鎮
へ
の
待
遇
が
急
に
悪
化
し
た
た
め
、
反

乱
が
お
こ
り
、
北
魏
は
東
魏
と
西
魏
に
分
裂
す
る
（
五
三
五
年
）
。
多
く
の
六
鎮
将
兵
と
家
族
が
南
下
し
て

東
魏
に
入
っ
て
漢
人
貴
族
と
手
を
結
ん
だ
の
に
対
し
、
武
川
鎮
は
西
魏
に
入
り
在
地
豪
族
と
手
を
結
ん
だ
。 

西
魏
は
宇
文
泰
が
リ
ー
ダ
ー
で
首
都
は
大
興
城
（
の
ち
の
長
安
）
で
あ
る
。 

 

こ
こ
を
基
盤
に
し
て
、
北
周
の
宇
文
氏
、
隋
の
楊
氏
、
唐
の
李
氏
が
政
権
の
座
に
つ
く
の
で
あ
る
。 

西
魏
・
北
周
の
実
権
者
は
鮮
卑
族
の
宇
文
、
独
孤
、
長
孫
の
部
族
な
ど
で
あ
る
。 

隋
の
文
帝
（
楊
堅
）
の
父
楊
忠
の
身
長
は
二
メ
ー
ト
ル
に
及
び
、
し
か
も
彫
り
の
深
い
顔
で
あ
っ
た
の
で
コ

ー
カ
ソ
イ
ド
（
ト
ル
コ
系
）
の
血
が
混
ざ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。 
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文
帝
は
父
の
勲
功
に
よ
り
隨 ●

国
公
に
な
っ
た
。
「
隋
」
の
国
号
は
こ
れ
よ
り
、
し
ん
に
ょ
う
を
取
り
除
い

た
字
で
あ
る
。 

文
帝
の
妻
の
独
孤
皇
后
は
非
常
に
優
れ
た
女
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
妹
が
唐
の
高
祖
李
淵
の
母
で
あ
る
。 

唐
の
二
代
目
太
祖
（
李
世
民
）
の
妻
は
長
孫
無
忌
の
妹
で
あ
り
、
そ
の
九
子
が
三
代
皇
帝
の
高
宗
で
あ
る
。 

父
の
太
宗
は
四
子
を
皇
太
子
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
長
孫
無
忌
が
妹
の
生
ん
だ
九
子
を
強
く
推
薦
し
た
た
め
、 

鮮
卑
の
血
が
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
長
孫
無
忌
は
政
府
の
吏
部
尚
書
と
し
て
（
ま
た
唐
律
を
定
め
た
）
、

褚
遂

ち

ょ

す

い

良
り
ょ
う

と
と
も
に
高
宗
を
助
け
活
躍
し
た
が
、
高
宗
が
父
の
後
宮
に
い
た
武
昭
儀
（
の
ち
の
則
天
武
后
）
を

皇
后
と
し
た
い
と
言
っ
た
時
に
、
褚
遂
良
と
と
も
に
反
対
し
た
た
め
に
左
遷
さ
れ
た
。 

 

こ
れ
は
中
国
の
官
人
に
し
み
込
ん
で
い
る
儒
教
の
精
神
に
お
い
て
反
対
し
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
北
方
遊
牧
民
の
風
習
で
は
良
く
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
父
が
死
ん
だ
あ
と
そ
の
嫁
、
妻
女
を
息

子
が
引
き
取
る
の
は
、
遊
牧
民
的
な
相
互
扶
助
の
風
習
で
あ
っ
た
。
兄
が
死
ん
で
そ
の
嫁
を
弟
が
引
き
取
る
、

さ
ら
に
そ
の
弟
が
引
き
取
る
こ
と
は
、
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
。 

古
く
は
漢
の
王
昭
君
が
匈
奴
の
呼
韓
邪
単
于

こ

か

ん

や

ぜ

ん

う

に
嫁
ぎ
男
子
一
人
を
産
み
、
呼
韓
邪
が
死
ぬ
と
、
息
子
が
次

の
単
于
と
な
り
、
匈
奴
の
風
習
と
し
て
そ
の
后
と
な
り
二
人
の
娘
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
風
習
は
「
レ
ビ
レ

ー
ト
婚
」
と
呼
ば
れ
、
遊
牧
民
の
風
習
で
あ
る
。 

ま
た
、
隋
の
煬
帝
が
殺
さ
れ
て
蕭

し
ょ
う

皇
后
は
突
厥
の
可
汗
に
引
き
取
ら
れ
て
い
る
。
唐
の
玄
宗
が
息
子
の
嫁

を
取
り
上
げ
て
自
分
の
も
の
に
し
た
楊
貴
妃
は
、
こ
れ
の
逆
で
あ
る
。 

「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝
国 

 
森
安
孝
夫 

講
談
社
学
術
文
庫
」 

「
教
養
の
中
国
史 

津
田
資
久
ほ
か 

 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
」 

◆
漢
が
亡
び
た
あ
と
、
三
国
時
代
、
西
普
、
東
晋
か
ら
、
北
の
五
胡
（
匈
奴
、
羯
、
鮮
卑
、
氐
、
羌
）
、
南

の
六
朝
（
呉
・
東
晋
を
含
む
健
康
（
南
京
）
を
都
と
し
た
六
国
）
と
目
ま
ぐ
る
し
く
国
々
が
興
亡
す
る
。 

覚
え
に
く
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
の
目
安
と
し
て
、
三
世
紀
は
三
国
・
魏
・
晋
の
時
代
、
四
世
紀
は
東
晋
の
時

代
、
五
世
紀
は
南
朝
の
宋
・
斉
の
時
代
、
六
世
紀
は
梁
・
陳
の
時
代
、
七
世
紀
以
降
、
隋
・
唐
と
な
る
。 

漢
が
亡
び
て
隋
の
中
国
統
一
（
五
八
九
年
）
ま
で
四
〇
〇
年
で
あ
る
。 

南
北
朝
を
統
一
し
た
隋
は
郡
を
廃
し
て
州
と
し
、
そ
の
下
に
県
を
配
し
た
。
州
に
は
都
護
ま
た
は
刺
史

し

し

を

置
い
た
。
大
事
な
州
に
お
い
て
は
都
督
を
も
っ
て
刺
史
を
兼
ね
さ
せ
た
。 

 

 
 

 

隋
は
、
北
東
の
高
句
麗
（
満
州
東
南
部
に
起
こ
っ
た
ツ
ン
グ
ー
ス
族
と
モ
ン
ゴ
ル
族
の
雑
種
）
の
征
討
を

三
度
に
わ
た
っ
て
失
敗
し
、
突
厥

と
っ
け
つ

が
北
辺
を
脅
か
し
始
め
た
た
め
、
国
力
が
疲
弊
し
二
代
目
の
楊
帝
の
圧
政

も
あ
っ
て
国
民
の
不
満
が
高
ま
っ
た
。 

 
 

 

山
西
省
の
太
原

た

い

げ

ん

地
方
の
「
留
守

り
ゅ
う
し
ゅ

」
の
司
令
官
で
あ
っ
た
李 り

淵 え

ん

（
煬
帝
と
表い

兄
弟

と

こ

）
が
兵
を
あ
げ
、
三
万
の

軍
隊
を
率
い
て
長
安
に
向
か
い
、
三
カ
月
後
に
は
二
十
万
の
軍
に
な
っ
て
長
安
に
入
城
し
、
表
向
き
は
煬
帝

を
尊
ん
で
太
上
皇
と
し
、
長
安
に
い
る
煬
帝
の
孫
を
帝
位
に
つ
け
て
実
権
を
握
り
、
煬
帝
が
部
下
の
親
衛
隊



鑑賞会 A「漢詩の周辺] 第四回  7 / 20 

 

 

長
に
絞
殺
さ
れ
る
と
、
十
三
歳
の
三
代
目
の
幼
帝
か
ら
帝
位
を
禅
譲
さ
せ
て
李
淵
が
帝
に
な
っ
た
。 

隋
は
わ
ず
か
三
代
、
三
十
七
年
で
滅
ん
だ
。 

隋
と
は
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
李
淵
（
高
祖
）
が
唐
朝
を
開
き
、
初
代
の
皇
帝
と
な
っ
た
が
（
六
一
八
）
、

実
は
子
の
李 り

世 せ

い

民 み

ん

（
太
宗
）
の
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。 

し
か
し
彼
に
は
兄
が
い
た
の
で
皇
太
子
で
は
な
か
っ
た
。
父
も
李
世
民
に
は
一
目
置
い
て
い
た
か
ら
、
唐

の
宮
廷
に
は
皇
太
子
派
と
李
世
民
派
の
対
立
が
生
じ
、
李
世
民
は
皇
太
子
で
あ
る
兄
と
弟
を
ク
ー
デ
タ
ー
で

殺
す
こ
と
に
成
功
し
、
父
高
祖
（
李
淵
）
を
幽
閉
し
た
（
玄
武
門
の
乱
）
。
そ
の
四
日
後
、
父
は
李
世
民
に

譲
位
し
た
。
二
代
目
太
宗
で
あ
る
。
唐
の
李
家
は
武
川
鎮
の
出
身
で
、
北
方
民
族
の
血
を
継
い
で
い
る
。 

（
高
祖
の
母
は
独
孤
氏
［
ト
ル
コ
系
鮮
卑
族
］
で
あ
り
太
宗
の
皇
后
は
宇
文
泰
の
孫
で
あ
る
） 

 

◆
唐
の
異
民
族
統
治 

唐
と
長
城
線
を
挟
ん
で
対
立
し
て
い
た
の
は
、
ト
ル
コ
系
の
東
突
厥

と
っ
け
つ

で
あ
っ
た
が
太
宗
（
二
代
目
）
は
、

を
ゴ
ビ
砂
漠
の
北
に
ま
で
出
動
さ
せ
て
、
こ
れ
を
滅
ぼ
し
た
。 

さ
ら
に
青
海
に
い
た
吐
谷
渾

と

よ

く

こ

ん

、
チ
ベ
ッ
ト
の
吐
蕃

と

ば

ん

を
勢
力
下
に
お
さ
め
た
。
現
在
の
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン

（
新
疆

し
ん
き
ょ
う 

ウ
イ
グ
ル
自
治
区
）
は
西
突
厥
の
勢
力
の
も
と
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
降
し
六
四
〇
年
ト
ル
フ
ァ

ン
の
高
昌

こ
う
し
ょ
う

国
を
滅
ぼ
し
、
タ
リ
ム
盆
地
の
オ
ア
シ
ス
国
家
、
焉
耆

え

ん

き

（
カ
ラ
シ
ャ
ル
）
、
亀 き

茲 じ

（
ク
チ
ャ
）
、

疎
勒

そ

ろ

く

（
カ
シ
ュ
ガ
ル
）
、
于
闐

う

て

ん

（
ホ
ー
タ
ン
）
を
帰
順
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
太
宗
に
よ
り
、
唐
の
世
界
国
が

形
成
さ
れ
た
。 

唐
は
こ
れ
ら
の
地
域
に
六
つ
の
都と

護
府

ご

ふ

を
置
き
、
中
央
か
ら
長
官
と
し
て
都と

護ご

を
派
遣
し
た
。
太
宗
の
子

高
宗
（
三
代
目
）
の
と
き
、
高
句
麗
を
滅
ぼ
し
て
、
隋
以
来
の
朝
鮮
問
題
を
解
決
し
た
。 

 

占
領
地
に
は
、
異
民
族
の
首
長
を
世
襲
の
長
官
に
起
用
し
て
、
漢
人
の
都
護
が
都
督
府
を
置
い
て
間
接
的

に
統
治
す
る
覊
縻

き

び

政
策
を
実
施
し
た
。
（
覊き

は
馬
の
手
綱
、
縻び

は
牛
の
鼻
綱
の
こ
と
）
。 

当
初
、
覊
縻
州
は
七
つ
で
あ
っ
た
。
地
方
の
統
治
は
全
国
を
十
の
道
に
分
け
、
そ
の
下
に
州
・
県
を
置
い
た
。

重
要
な
州
を
「
府
」
と
呼
ん
だ
。 

 

◆
中
国
は
、
征
服
し
た
異
民
族
の
君
主
を
温
存
し
て
、
官
職
の
世
襲
を
認
め
る
一
方
で
そ
の
嫡
子
や
家
族
を

人
質
と
し
て
、
長
安
に
住
ま
わ
せ
た
。 

中
国
の
皇
帝
が
爵
位
や
官
職
を
与
え
、
皇
帝
と
君
主
の
あ
い
だ
に
君
臣
関
係
を
結
ん
だ
。 

（
こ
れ
を
君
主
を
冊
封

さ

つ

ほ

う

す
る
と
い
う
、
君
主
は
朝
貢
の
義
務
が
あ
っ
た
、
そ
し
て
周
辺
と
の
紛
争
が 

起
き
た
と
き
は
中
国
が
外
交
・
軍
事
の
両
面
か
ら
鎮
定
・
平
定
に
の
り
だ
し
た
） 

 

唐
は
そ
の
後
、
東
突
厥
、
突
厥
の
北
方
の
鉄
勒
を
も
破
っ
て
覊
縻

き

び

州
を
お
き
、
（
突
厥
の
指
導
者
を
州
の
長
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官
に 

任
命
）
、
東
方
の
契
丹
に
も
覊
縻
州
を
置
い
た
。
さ
ら
に
西
突
厥
は
西
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
東
西
ト
ル
キ

ス
タ
ン
に
わ
た
る
広
い
地
域
を
持
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
も
侵
略
し
て
覊
縻
州
に
し
た
。 

唐
の
領
土
拡
大
に
よ
る
世
界
帝
国
の
完
成
に
よ
っ
て
、
覊
縻

き

び

州
は
た
い
へ
ん
な
数
に
な
っ
た
。
唐
の
内
地

の
州
が
三
五
〇
く
ら
い
な
の
に
、
外
の
覊
縻

き

び

州
は
八
五
六
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
異
民
族
の
長
官
が
多
く

な
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
を
統
括
す
る
機
関
と
し
て
「
都 と

護
府

ご

ふ

」
を
置
き
、
唐
人
を
最
高
責
任
者
の
都
護
と
し
、

軍
隊
が
駐
屯
し
て
監
視
を
し
た
の
で
あ
る
。 

玄
宗
の
頃
に
な
る
と
、
唐
初
か
ら
の
諸
制
度
は
建
国
百
年
た
っ
て
機
能
し
な
く
な
り
、
再
び
北
に
突
厥

と
っ
け
つ

、

西
に
吐
蕃

と

ば

ん

が
台
頭
し
て
き
た
。 

  

周
辺
民
族
の
勃
興
に
、
唐
軍
は
大
軍
を
動
か
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
六
七
七
年
、
唐
は
府
兵

（
首
都
と
辺
境
を
守
る
兵
）
に
加
え
て
、
募
兵
を
行
っ
た
。
募
兵
は
本
来
な
ら
ば
、
戦
い
が
終
わ
れ
ば
故
郷

へ
帰
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
外
民
族
の
抵
抗
は
兵
を
辺
境
に
釘
づ
け
に
し
た
。
い
わ
ゆ
る
北
魏
の

軍
鎮
、
唐
の
節
度
使
が
そ
れ
で
あ
る
。 

節
度
使
一
、
行
軍
司
馬
一
、
参
謀
若
干
名
、
判
官
二
、
掌
書
記
一
、
従
軍
四
で
あ
る
。
こ
の
下
に
軍
隊
を

配
置
し
た
。
他
に
も
、
い
く
つ
か
の
軍
鎮
を
一
括
し
て
指
揮
す
る
方
面
軍
司
令
官
を
節
度
使
と
し
た
。
節
度

使
は
軍
事
・
政
治
の
両
権
を
持
つ
地
方
の
権
力
者
で
あ
る
。 

都
護
＝
漢
か
ら
唐
代
に
、
辺
境
の
軍
・
行
政
を
つ
か
さ
ど
っ
た
。 

刺
史
＝
漢
で
は
郡
守
に
つ
ぐ
地
方
官
。
後
漢
か
ら
牧
と
い
っ
た
。
唐
の
玄
宗
の
と
き
刺
史
を
太
守
と
改
め
た
。 

宋
か
ら
は
知
府
・
知
州
と
よ
ん
だ
。 

節
度
使
＝
唐
代
、
地
方
長
官
で
軍
・
行
政
を
つ
か
さ
ど
っ
た
。 

 

◆
こ
こ
で
辺

へ

ん

塞
さ

い

詩
に
よ
っ
て
、
出
征
さ
せ
ら
れ
て
い
る
兵
士
の
気
持
ち
を
詩
句
で
み
て
み
よ
う
。 

王
翰

お
う
か
ん

の 

「
涼
州
詞
」 

酔
臥

よ
い
て
ふ
す

沙
場

さ
じ
ょ
う

君
莫
笑

き
み
わ
ら
う
な
か
れ 

 

古
来
征
戦
幾
人
囘

か
え
る 

王
之
渙

お

う

し

か

ん

の 

「
涼
州
詞
」 

羌
笛

き
ょ
う
て
き

何

須

な
ん
ぞ
も
ち
い
ん

怨よ
う

楊
り
ゅ
う

柳
を
う
ら
む 

春
光
不
度

わ
た
ら
ず

玉
門
関 

岑し
ん

参じ
ん

の 

「
磧
中

せ
き
ち
ゅ
う

作
」 

今
夜
不
知
何
処
宿 

 

平
沙
万
里
絶
人
烟

じ
ん
え
ん
を
た
つ 

曹
松
の 

「
己き

亥が
い

歳
」 

憑
き
み
に

君
た
の
む

莫

話

は
な
す
な
か
れ

封ほ
う

侯
事

こ
う
の
こ
と 

一
将
功
成

こ
う
な
っ
て

万
骨
枯

ば
ん
こ
つ
か
る 

常
建
の 

「
塞
下
曲
其
二
」 

髑
髏

尽
こ
と
ご
と
く

是こ
れ

長

城

卒

ち
ょ
う
じ
ょ
う
の
そ
つ 

 

日
暮
沙
場
飛
作

と

ん

で

灰
は
い
よ
な
る 

陳
陶
の 

「
隴
西
行
二
首
」 

可
憐
無
定
河

む

て

い

か

辺
へ
ん
の

骨 
 

猶な
お

是こ
れ

春
し
ゅ
ん

閨け
い

夢む

裏
人

り
の
ひ
と 

（
故
郷
の
妻
は
夫
の
帰
り
を
夢
み
る
） 

杜
甫
の 

「
兵
車
行
」 

古
来
白
骨
無
人

ひ

と

の

収

お
さ
む
る
な
し 

 

新
鬼
煩
冤

は
ん
え
ん
し

旧
鬼
哭

き
ゅ
う
き
こ
く
す 
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◆
出
征
軍
人
の
妻
の
歎
き
は
、
し
ば
し
ば
詩
題
と
な
っ
た
。 

つ
ぎ
の
女
性
の
詩
は
、
絶
句
は
字
の
重
複
を
忌
む
の
が
原
則
だ
が
、
こ
の
詩
は
妾
を
三
回
、
夫
、
辺
、
到

を
そ
れ
ぞ
れ
二
回
用
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
か
え
っ
て
情
感
が
に
じ
み
出
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。 

「
寄
夫
」 

 
（
夫
に
寄
す
） 

陳
玉

ぎ
ょ
く

蘭 ら

ん 

夫
戍
辺
関
妾
在
呉 

夫
は
辺
関
を
戍ま

も

り 

妾わ
れ

は
呉
に
在あ

り 

西
風
吹
妾
妾
憂
夫 

西
風

あ
き
か
ぜ 

妾わ
れ

を
吹
き 

妾わ
れ

は
夫
を
憂う

れ

う 

一
行
書
信
千
行
涙 

一
行
の
書
信

て

が

み 
千
行
の
涙 

寒
到
君
辺
衣
到
無 

寒
は
君
の
辺
に
到
る
も 
衣
は
到
れ
り
や
無い

な

や 

 

つ
ぎ
の
李
白
の
子
夜
呉
歌
の
詩
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。 

「
子
夜
呉
歌
」 

（
子し

夜や

呉
歌

ご

か

） 

李
白 

長
安
一
片
月 

長
安 

一
片
の
月 

萬
戸
擣
衣
声 

万
戸 

衣
こ
ろ
も

を
擣う

つ
の
声 

 
 

擣と

う

衣
＝
布
を
砧

き
ぬ
た

に
の
せ
て
打
つ 

秋
風
吹
不
尽 

秋
風 

吹
い
て
尽つ

き
ず 

総
是
玉
関
情 

総す
べ

べ
て
是
れ 

玉
関
の
情 

 

玉
関
＝
玉
門
関 

西
域
の
関
所 

何
日
平
胡
虜 

何
れ
の
日
に
か 

胡こ

虜り
ょ

を
平
ら
げ
て  

胡
虜
＝
匈
奴
を
さ
す 

良
人
罷
遠
征 

良
人

り
ょ
う
じ
ん 

遠
征
を
罷や

め
ん 

 

◆
西
域
の
節
度
使
に
つ
い
て 

長
安
か
ら
西
の
蘭
州
に
至
っ
て
黄
河
を
越
え
る
と
河
西
（
漢
代
か
ら
）
と
呼
ば
れ
る
。
今
の
甘
粛
省
、
青

海
省
で
あ
る
。
こ
の
敦
煌
方
面
に
置
か
れ
た
の
が
河
西
節
度
使
で
あ
っ
た
。 

突
厥
や
吐
蕃
と
の
対
決
の
た
め
、
玄
宗
の
と
き
の
天
宝
初
年
の
兵
力
は
七
万
三
千
人
、
軍
馬
は
一
万
八
千
八

百
匹
だ
っ
た
。
そ
の
管
轄
下
の
一
つ
、
敦
煌
の
豆
盧

と

う

ろ

軍
に
つ
い
て
は
、
兵
四
千
五
百
人
、
馬
四
百
匹
で
あ
っ

た
。
こ
の
と
き
の
敦
煌
は
四
千
二
百
戸
、
人
口
一
万
六
千
の
町
で
あ
っ
た
。 

こ
こ
か
ら
西
八
五
〇
キ
ロ
の
亀 き

茲 じ

に
安
西
節
度
使
を
置
い
た
。
こ
の
西
隣
は
キ
ル
ギ
ス
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン

で
あ
る
。
こ
の
安
西
節
度
使
の
兵
力
は
二
万
四
千
、
馬
二
千
七
百
で
あ
っ
た
。 
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唐
代
の
重
要
な
詩
人
で
実
際
に
西
域
に
入
っ
た
の
は
高
適

こ

う

せ

き

、
岑
参

し

ん

じ

ん

、
李
益
く
ら
い
で
、
玉
門
関
を
遥
か
に

超
え
た
の
は
お
そ
ら
く
、
岑
参

し

ん

じ

ん

た
だ
一
人
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
彼
は
二
度
も
安
西
都
護
府
の
役
人
と
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
足
か
け
三
年
滞
在
し
た
。
当
時
の
安
西
都
護
府
は
亀 き

茲 じ

す
な
わ
ち
庫
車

く

ち

ゃ

の
辺
り
に
あ
り
、
彼
は
さ

ら
に
北
庭
（
ウ
ル
ム
チ
の
北
）
に
も
勤
務
し
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
詩
は
迫
真
的
で
あ
る
。 

 

「
磧
中
作
」 

 

（
磧
中

せ

き

ち

ゅ

う

の
作
） 

岑
参

し
ん
じ
ん 

磧
中
＝
石
の
多
い
沙
漠 

走
馬
西
来
欲
到
天 

 

馬
を
走
ら
せ
西
に
来
り
て
天
に
至
ら
ん
と
欲
す 

辞
家
見
月
両
回
圓 

 

家
を
辞じ

し
て
月
の 

両
回 

円ま
ど

か
な
る
を
見
る 

両
回
＝
二
ヵ
月
間 

今
夜
不
知
何
処
宿 

 
今
夜
は
知
ら
ず 

何
れ
の
処
に
か
宿
す
る
を 

平
沙
萬
里
絶
人
煙 

 

平
沙 
万
里 

人
煙
を
絶
つ 

 

こ
の
涼
州
は
一
時
吐
蕃
に
奪
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
吐
蕃
に
対
し
て
唐
の
太
宗
（
二
代
目
）
は
文
成
公

主
を
嫁
が
せ
、
初
期
は
良
好
な
関
係
が
保
た
れ
た
。
玄
宗
（
六
代
目
）
が
即
位
す
る
と
武
力
で
吐
蕃
を
封
じ

込
め
た
。
安
禄
山
の
乱
に
よ
っ
て
、
西
域
の
唐
の
軍
隊
が
東
に
移
動
し
た
の
に
乗
じ
て
、
吐
蕃
は
長
安
に
突

入
し
た
（
七
六
三
）
。
涼
州
以
西
の
河
西
四
郡
は
吐
蕃
の
勢
力
範
囲
と
な
り
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
商
権
を
お

さ
え
た
。
そ
し
て
、
吐
蕃
と
の
協
定
に
よ
り
安
西
都
護
府
は
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
九
十
年
後
の
八
五
一
年

に
敦
煌
の
張
議
潮
が
吐
蕃
を
追
放
し
て
涼
州
は
す
べ
て
唐
に
復
帰
で
き
た
。 
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◆
節
度
使
の
配
置
は
次
の
図
に
示
さ
れ
る
。 

こ
の
図
は
、
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝
国 

 

森
安
孝
夫 

講
談
社
学
術
文
庫
」
よ
り
の
拝
借
で
す
。 
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◆
「
遼
」
と
「
金
」
は
北
方
民
族
で
あ
る
。 

唐
帝
国
が
亡
び
る
と
東
北
ア
ジ
ア
に
は
モ
ン
ゴ
ル
系
の
契
丹

き

っ

た

ん

（
キ
タ
イ
と
も
よ
ば
れ
る
。
ロ
シ
ア
語
で
中

国
の
こ
と
を 

キ
タ
イ
と
い
う
）
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
遼
国
が
生
ま
れ
た
（
九
一
六
）
。 

契
丹
の
遼
王
朝
は
国
家
的
基
盤
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
二
百
十
年
続
き
、
宋
王
朝
と
対
等
以
上
の
交
渉
力

を
も
っ
た
。
中
國
は
以
前
か
ら
全
世
界
か
ら
朝
貢
を
受
け
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
中
国
歴
史
上
は

じ
め
て
で
あ
っ
た
。 

 

か
れ
ら
は
半
遊
牧
民
族
で
あ
る
。 

満
州
の
中
部
か
ら
北
部
に
か
け
て
の
強
国
「
遼
」
は
中
原
を
狙
っ
て

い
た
そ
の
遼
の
北
の
荒
野
に
は
女
真
族
（
ツ
ン
グ
ー
ス
族
・
狩
猟
民
族
で
東
部
の
領
土
は
森
林
地
帯
で
あ
る
。

遼
の
領
土
の
草
原
地
帯 

と
は
異
な
る
地
方
で
あ
る
）
が
新
興
の
国
家
を
誕
生
さ
せ
て
い
た
。
「
金
」
で
あ

る
。
女
真
の
金
王
朝
は
百
二
十
年
続
く
。 

唐
が
滅
ん
だ
後
に
で
て
き
た
北
方
民
族
の
遼
と
金
は
、
中
央
集
権
国
家
を
作
る
こ
と
に
成
功
し
、
中
国
を

圧
迫
し
、
領
地
を
侵
略
し
長
年
に
わ
た
り
中
国
北
部
を
占
領
し
た
。 

 

遼
・
金
の
南
で
は
、
五
代
の
後
周
王
朝
の
武
将
で
あ
っ
た
趙

ち
ょ
う

匡
き
ょ
う

胤い
ん

（
宋
の
太
祖
）
が
南
唐
軍
を
大
敗
さ

せ
た
戦
功
に
よ
り
、
近
衛
総
指
揮
官
と
帰
徳
節
度
使
（
汴べ

ん

京け

い

）
の
兼
務
と
な
っ
た
。
そ
の
後
七
歳
の
幼
帝
か

ら
、
皆
に
推
挙
さ
れ
た
と
い
う
形
を
と
っ
て 

帝
位
を
奪
っ
た
。
「
宋
」
の
太
祖
で
あ
る
。 

こ
の
皇
帝
に
よ
っ
て
唐
の
あ
と
の
五
代
の
六
十
年
間
の
戦
乱
が
収
ま
り
、
ひ
い
て
は
貴
族
政
治
が
除
か
れ
、

兵
権
が
皇
帝
に
帰
し
て
、
宋
朝
は
天
子
独
裁
の
確
立
に
成
功
し
た
。
宋
は
こ
の
後
、
「
元
」
に
滅
ぼ
さ
れ
る

ま
で
、
南
宋
も
含
め
て
三
百
二
十
年
続
く
。 

「
大
唐
帝
国 

宮
崎
市
定 

講
談
社
学
術
文
庫
」 

「
隋
唐
帝
国 

布
目
潮
風
ほ
か 
講
談
社
学
術
文
庫
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
中
国
通
史 

堀
敏
一 

講
談
社
学
術
文
庫
」  

 
 

 
 

 

「
敕

ち
ょ
く

勒ろ
く

歌
」 

 

（
敕
勒
の
歌
） 

斛こ
く

律り
つ

金
（
鮮
卑
族
の
武
将
。
鮮
卑
の
歌
を
漢
語
に
訳
し
た
） 

 
 

 

敕
勒
川 

 
 

 
 

 

敕
勒
の
川 

 
 

 
 

 

敕
勒=

ト
ル
コ
（
チ
ュ
ル
ク
）
を
音
訳
し
た
漢
字
で 

 
 

 

陰
山
下 

 
 

 
 

 

陰
山
の
下も

と 
 

 
 

 
 

 
 

   

鉄
勒
と
か
突
厥
な
ど
と
書
か
れ
た
。 

 
 

 

天
似
穹
廬 

 
 

 
 

天
は
穹
廬

き
ゅ
う
ろ

に
似
て 

 
 

穹
廬=

ド
ー
ム
型
の
テ
ン
ト
。
ゲ
ル
。
パ
オ
。 

 
 

 

籠
蓋
四
野 

 
 

 
 

四
野
を
籠ろ

う

蓋が
い

す 
 

 
 

籠
蓋=

か
ご
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
掩
う 

 
 

 

天
蒼
蒼 

 
 

 
 

 

天
は
蒼
々 

 
 

 

野
芒
芒 
 

 
 

 
 

野
は
芒
々 

 
 

 

風
吹
草
低
見
牛
羊 

 

風
吹
き
草
低た

れ
て
牛
羊
見

あ
ら
わ

る 

 
 

 

モ
ン
ゴ
ル
大
草
原
に
人
の
い
な
い
広
大
さ
と
寂
し
さ
を
歌
う
。
中
国
詩
に
と
っ
て
は
な
は
だ
新
鮮
で
あ
る
。 
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◆
南
宋
は
金
を
攻
め
る
た
め
モ
ン
ゴ
ル
と
同
盟
を
組
ん
だ
。 

一
二
三
二
年
、
金
の
都
、
汴
京
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
包
囲
さ
れ
陥
落
し
た
。
金
の
哀
宗
は
蔡
州
へ
逃
れ
た
が

蒙
古
と
南
宋
軍
に
囲
ま
れ
、
位
を
承
麟
に
譲
っ
て
自
殺
し
た
。
蔡
州
に
入
城
し
た
南
宋
軍
は
金
の
哀
宗
を
殺

し
た
。 

 
 

 

こ
の
時
、
元
軍
は
汴
京
に
い
た
金
の
太
后
、
皇
后
、
二
王
、
諸
妃
賓
な
ど
宗
室
の
男
女
五
百
人
あ
ま
り
を

三
十
七
輌
の
車
に
乗
せ
て
蒙
古
の
首
都
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
に
送
っ
た
。
途
中
、
蒙
古
軍
の
將
ス
プ
タ
イ
は
二

王
と
宗
属
を
殺
し
、
道
中
の
状
況
は
惨
虐
見
る
に
忍
び
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
見
た
詩
人
は
次
の
如

く
詠
っ
た
。 

 
 

 
 

 

「
癸
巳
五
月
三
日
北
渡
其
一
」 

（
癸
巳

き

し

五
月
三
日
北
に
渡
る
） 

金 

元
好
問 

 

 
 

 
 

 

道
旁
僵
臥
満
累
囚 

 

道
旁
に
僵た

お

れ
臥ふ

し
て 

累
囚
満
ち 

 
 

 
 

 

過
去
旃
車
似
水
流 

 

過
ぎ
去
る 

旃せ
ん

車
は 

水
の
流
る
る
に
似
た
り 

 
 

 
 

旃
車
＝
幌
馬
車 

 
 

 
 

 

紅
粉
哭
随
回
鶻
馬 

 

紅
粉
は
哭
し
つ
つ 
回
鶻

か
い
こ
つ

の
馬
に
随
い 

紅
粉
＝
若
い
女 

回
鶻
＝
蒙
古
軍 

 
 

 
 

 

為
誰
一
歩
一
迴
頭 

 

誰
の
為
に
か 

一
歩
ご
と
に 
一ひ

と

た
び
頭
を
回
ら
す 

 
 

 

道
ば
た
に
は
縄
で
縛
ら
れ
た
囚
人
た
ち
が
ご
ろ
ご
ろ
倒
れ
伏
し
て
い
た
。
通
り
過
ぎ
る
幌
馬
車
は
水
の
流

れ
の
よ
う
に
続
い
た
。
若
い
女
た
ち
は
泣
き
泣
き
蒙
古
軍
の
馬
に
つ
い
て
行
く
。
誰
を
見
よ
う
と
し
て
一
歩

ご
と
に
後
ろ
を
振
り
返
る
の
だ
ろ
う
。   

 
 

 
 

 

「
其
三
」 

 
 

 
 

白
骨
縦
横
似
乱
麻 

 
 

白
骨 

縦
横 

乱
麻
に
似
た
り 

 
 

 
 

幾
年
桑
梓
變
龍
沙 

 
 

幾
年
か
桑そ

う

梓し 

龍
沙
に
変
ず 

 
 

 
 

桑
梓
＝
郷
里 

龍
沙=

砂
漠 

 
 

 
 

只
知
河
朔
生
霊
盡 

 
 

只
だ
知
る 

河
朔さ

く 

生
霊
の
尽
く
る
を 

 

河
朔
＝
河
北 

 
 

 
 

破
屋
疎
煙
却
数
家 

 
 

破
屋 

疎
煙 

却
っ
て
数
家 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
書
憤
」 

 
 

 
 

（

憤
い
き
ど
お

り
を
書
す
） 

 
 

 

南
宋 

 

陸
游 

 
 

 
 

早
歳
那
知
世
事
難 

 
 

早
歳
那 な

ん
ぞ
知
ら
ん 

世
事
の
難
き
を 

 
 

 
 

中
原
北
望
気
如
山 

 
 

中
原 

北
望
し
て
気 

山
の
如
し 

 

中
原
＝
中
国
中
心
部 

 
 

 
 

楼
船
夜
雪
瓜
洲
渡 

 
 

楼
船 

夜
雪 

瓜か

洲
の
渡

わ
た
し 

 
 

 

楼
船
＝
や
ぐ
ら
を
組
ん
だ
戦
艦 

 
 

 
 

鉄
馬
秋
風
大
散
関 

 
  

鉄
馬 

秋
風 

大
散
関  

 
 

 
  

瓜
洲
＝
江
蘇
省
の
南 

 
 

 
 

塞
上
長
城
空
自
許 

 
 

塞
上
長
城
空
し
く
自
ら
許
せ
し
も 

大
散
関
＝
金
の
国
境
の
関
所 

 

 
 

 
 

鏡
中
衰
鬢
已
先
斑 

 
 

鏡
中
衰
鬢 

已
に
先さ

き

に
斑
な
り 

 
 

 
 

出
師
一
表
真
名
世 

 
 

出
師
一
表 

真
に
世
に
名
あ
り 

 
 

出
師
一
表
＝
諸
葛
亮
の
こ
と 

 
 

 
 

千
載
誰
堪
伯
仲
間 

 
 

 

千
載 

誰
か
堪
え
た
る
伯
仲
の
間 
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金
国
に
淮
水
以
北
を
占
領
さ
れ
、
敵
意
を
表
す
も
宋
軍
の
ふ
が
い
な
さ
を
嘆
き
、
老
い
た
自
分
に
憤
り
を

表
す
。
あ
れ
か
ら
千
年
、
誰
が
諸
葛
亮
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
こ
と
を
な
し
得
た
か
。 

 

隣
国
ロ
シ
ア
に
つ
い
て 

 

現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
構
成
す
る
ラ
テ
ン
、
ゲ
ル
マ
ン
、
ス
ラ
ブ
の
三
大
民
族
の
分
布
は
、
五
世
紀
こ
ろ
に

で
き
あ
が
っ
た
。 

地
中
海
地
方
は 

ラ
テ
ン
系
民
族 

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は 

ゲ
ル
マ
ン
系
民
族 

 

（
牧
畜
と
狩
猟
の
民
） 

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は 

ス
ラ
ブ
系
民
族  

 
 

（
農
耕
の
民
） 

 

た
だ
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
だ
け
が
ウ
ラ
ル
語
系
の
言
語
を
も
っ
て
い
る
。
両
国
は
マ
ジ
ャ

ー
ル
人
（
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
自
称
）
・
フ
ィ
ン
人
と
い
う
ア
ジ
ア
系
の
遊
牧
民
を
祖
先
と
し
て
い
る
。
マ
ジ

ャ
ー
ル
人
の
原
住
地
は
ウ
ラ
ル
山
脈
か
ら
ボ
ル
ガ
河
あ
た
り
で
あ
っ
た
。 

 

ゲ
ル
マ
ン
人
は
ラ
イ
ン
と
ド
ナ
ウ
河
両
岸
か
ら
北
の
地
域
に
い
た
北
方
民
族
で
あ
る
。 

バ
ル
ト
海
や
ユ
ト
ラ
ン
ド
半
島
（
デ
ン
マ
ー
ク
）
の
森
林
沼
沢
地
帯
を
原
住
地
に
し
て
牧
畜
と
狩
猟
を
し
て

い
た
。
ゲ
ル
マ
ン
人
は
し
だ
い
に
南
下
し
て
、
紀
元
前
後
の
こ
ろ
ラ
イ
ン
・
ド
ナ
ウ
川
を
境
に
ロ
ー
マ
帝
国

と
接
触
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ゲ
ル
マ
ン
人
の
大
移
動
を
引
き
起
こ
し
た
間
接
原
因
は
土
地
不
足
で
あ
る
が
、

直
接
原
因
は
ア
ジ
ア
系
遊
牧
騎
馬
民
族
の
フ
ン
人
の
圧
力
で
あ
っ
た
。 

フ
ン
人
は
四
世
紀
後
半
に
、
南
ロ
シ
ア
の
草
原
を
西
進
し
た
。
こ
の
こ
ろ
黒
海
北
岸
に
定
住
し
て
い
た
ゲ

ル
マ
ン
人
（
東
ゴ
ー
ト
人
と
よ
ぶ
）
を
服
属
さ
せ
た
。
こ
の
た
め
西
ゴ
ー
ト
人
は
ド
ナ
ウ
川
を
渡
っ
て
大
挙

し
て
ロ
ー
マ
領
内
に
侵
入
し
保
護
を
求
め
た
。
こ
れ
以
後
、
二
百
年
に
わ
た
っ
て
ゲ
ル
マ
ン
人
の
大
移
動

（
南
下
）
が
続
く
の
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
人
の
い
な
く
な
っ
た
後
に
、
北
か
ら
ス
ラ
ブ
人
が
入
り
込
み
定
着

す
る
。 

 

ス
ラ
ブ
人
は
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
占
め
る
人
々
で
あ
る
が
、
歴
史
に
登
場
し
て
く
る
時
期
は
も
っ
と
も
遅
く
、

文
献
上
で
は
六
世
紀
で
あ
る
。
ス
ラ
ブ
人
の
故
地
は
現
在
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
西
部
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
東
部
か
ら
北

の
地
域
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ス
ラ
ブ
人
は
七
世
紀
初
め
よ
り
、
こ
の
地
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
平
和
裏
に
（
武
力

を
待
た
な
か
っ
た
）
近
隣
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
ス
ラ
ブ
人
が
農
耕
民
族
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。 

ロ
シ
ア
人
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
人
（
こ
れ
ら
は
東
ス
ラ
ブ
）
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
チ
ェ
コ
ス
ロ

バ
キ
ア
人
（
こ
れ
ら
は
西
ス
ラ
ブ
）
、
セ
ル
ビ
ア
人
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
（
南
ス
ラ
ブ
）
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
。 

 

  
 

六
世
紀
に
は
ス
ラ
ブ
民
族
の
周
り
は
、
西
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
（
首
都
パ
リ
）
、
南
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
（
東
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ロ
ー
マ
帝
国
）
が
栄
え
て
い
た
。 

ス
ラ
ブ
人
の
中
で
も
、
キ
エ
フ
を
中
心
と
し
た
キ
エ
フ
ル
ー
シ
を
形
成
し
た
の
は
六
世
紀
後
半
の
東
ス
ラ
ブ

人
お
よ
び
北
欧
の
ス
エ
ー
デ
ン
人
、
ノ
ル
マ
ン
人
と
混
血
し
た
人
々
で
あ
る
。 

こ
れ
が
現
在
の
ロ
シ
ア
人
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
、
お
よ
び
ベ
ラ
ル
ー
シ
人
の
先
祖
と
な
る
。
ル
ー
シ
人
で
あ
る
。 

（
ル
ー
シ
と
は
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
一
派
で
あ
る
ノ
ル
マ
ン
人
を
意
味
し
、
九
世
紀
に
ス
エ
ー
デ
ン
か
ら
バ

ル
ト
海
を
渡
っ
て
き
て
、
二
百
年
間
に
わ
た
り
活
躍
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
国
を
建
設
し
、
ス
ラ
ブ
人
、

バ
ル
ト
人
、
フ
イ
ン
人
を
支
配
し
同
化
し
た
種
族
で
、
ノ
ル
マ
ン
人
は
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ク

王
国
を
襲
い
、
イ
ギ
リ
ス
を
征
服
、
イ
タ
リ
ア
南
部
、
シ
チ
リ
ア
に
王
国
を
建
設
し
た
。
バ
イ
キ
ン
グ
と
呼

ば
れ
た
）
。 

 

ス
ラ
ブ
人
は
、
八
六
二
年
ノ
ブ
ゴ
ロ
ド
国
（
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
付
近
の
ノ
ル
マ
ン
人
と
ス
ラ
ブ
人

が
混
血
し
た
人
々
）
、
そ
し
て
八
八
二
年
に
キ
エ
フ
公
国
を
建
国
し
た
。
（
こ
れ
が
最
初
の
ロ
シ
ア
国
家
で

あ
る
） 

ル
ー
シ
か
ら
派
生
し
た
後
の
ロ
シ
ア
と
区
別
す
る
た
め
「
キ
エ
フ
を
都
と
し
た
ル
ー
シ
」
と
い
う
意
味
で
、

キ
エ
フ
ル
ー
シ
を
共
通
の
源
流
と
し
て
い
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
国
は
九
～
十
一
世
紀
に
わ
た
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
版
図
を
誇
っ
た
。
公
国
の
王
は
娘
を
フ
ラ
ン

ス
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
に
嫁
が
せ
る
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
た
。 

 

◆
一
二
三
四
年
、
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
の
第
三
子
オ
ゴ
テ
ィ
は
金
を
滅
ぼ
し
た
後
、
首
都
カ
ラ
コ
ル
ム
の
全
部
族

会
議
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
遠
征
を
決
定
し
た
。 

一
二
三
七
年
に
は
早
く
も
ウ
ラ
ル
山
脈
西
の 

今
の
タ
タ
ル
ス
タ
ン
に
あ
っ
た
ブ
ル
ガ
ル
人
の
国
を
征
服
し
、 

翌
年
に
は
ル
ー
シ
諸
侯
を
滅
ぼ
し
て
い
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
軍
は
つ
づ
い
て
北
コ
ー
カ
サ
ス
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の

首
都
キ
エ
フ
を
占
領
し
て
（
一
二
四
〇
）
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に
入
り
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
と
ド
イ
ツ
騎
士
団
連

合
軍
を
粉
砕
し
た
。
つ
づ
い
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
ま
で
進
軍
し
て
ア
ド
リ

ア
海
岸
に
達
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
軍
は
と
く
に
、
都
市
を
徹
底
的
に
破
壊
し
た
。
そ
し
て
、
一
二
四
三
年
に
キ

プ
チ
ャ
ク
汗
国
（
首
都
は
ボ
ル
ガ
河
下
流
の
サ
ラ
イ
）
を
建
国
し
、
地
元
の
諸
侯
を
間
接
統
治
し
た
。 

（
現
在
は
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
国
を
ジ
ョ
チ
・
ウ
ル
ス
と
呼
ぶ
の
が
普
通
。
征
服
軍
を
率
い
た
の
は
、
チ
ン
ギ
ス

カ
ン
の
孫 

ジ
ョ
チ
家
の
次
男
バ
ト
ウ
で
あ
る
。
ウ
ル
ス
と
は
一
族
・
国
家
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
バ
ト
ウ

の
部
隊
は
一
五
～
二
〇
万
人
の
規
模
） 

バ
ト
ウ
は
ル
ー
シ
の
諸
侯
を
サ
ラ
イ
の
宮
廷
に
召
喚
し
、
臣
従
の
礼
を
と
ら
せ
た
。
応
じ
な
か
っ
た
ミ
ハ

イ
ル
公
は
殺
害
さ
れ
た
。
モ
ス
ク
ワ
侯
は
小
国
で
あ
っ
た
が
、
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
国
の
カ
ン
に
臣
従
し
て
朝
貢

と
納
税
を
し
な
が
ら
、
近
隣
諸
侯
と
の
内
戦
で
、
カ
ン
の
援
助
を
得
て
領
土
を
拡
げ
、
一
三
二
五
年
イ
ワ
ン

一
世
が
モ
ス
ク
ワ
公
国
と
し
て
、
カ
ン
か
ら
独
立
を
承
認
さ
れ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
が
来
な
け
れ
ば
モ
ス
ク
ワ
公

国
に
な
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。 
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一
四
世
紀
に
な
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
の
汗
国
同
士
が
争
い
を
は
じ
め
、
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
国
で
政
変
が
生
じ
、
北

に
カ
ザ
ン
汗
国
、
南
に
ク
リ
ミ
ヤ
汗
国
な
ど
が
独
立
し
て
五
つ
に
分
裂
し
た
。 

こ
の
と
き
、
モ
ス
ク
ワ
は
大
公
国
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。 

そ
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
大
公
国
へ
の
カ
ン
の
圧
力
が
弱
ま
っ
た
の
で
、
イ
ワ
ン
三
世
は
カ
ン
に
対
し
出
頭
も

納
税
も
し
な
っ
た
。
カ
ン
は
モ
ス
ク
ワ
に
十
万
の
軍
隊
を
送
っ
た
が
、
モ
ス
ク
ワ
大
公
国
は
ク
リ
コ
ボ
の
戦

い
で
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
退
け
る
な
ど
し
て
国
を
守
り
切
っ
た
。 

 

一
四
八
〇
年
イ
ワ
ン
三
世
は
、
皇
后
を
毒
殺
し
て
か
ら
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
（
東
ロ
ー
マ
帝
国
）
最
後
の
皇
帝

の
姪め

い

と
結
婚
し
て
、
ツ
ア
ー
リ
（
皇
帝
）
を
名
乗
り
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
自
立
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
国
と
な
っ
た
。 

ロ
シ
ア
で
は
、
こ
れ
ま
で
支
配
さ
れ
た
二
百
四
十
年
間
を
「 

タ
タ
ー
ル
の
く
び
き
（
軛
）
」 

と
呼
ん
で
い

る
。
タ
タ
ー
ル
と
い
う
呼
び
名
は
、
も
と
も
と
元
を
中
国
か
ら
追
い
出
し
た
明
が
、
北
に
退
却
し
た
北
元
を

滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
北
元
は
相
変
わ
ら
ず
旺
盛
で
あ
っ
た
が
、
元
と
呼
ば
ず
に
韃
靼

だ
っ
た
ん

（
タ
タ
ー
ル
）
と

呼
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
。 

 

一
五
〇
二
年
ク
リ
ミ
ヤ
汗
国
が
、
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
国
を
滅
ぼ
し
た
。 

モ
ス
ク
ワ
の
イ
ワ
ン
四
世
（
雷
帝
）
は
農
奴
制
を
強
化
し
、
諸
侯
、
大
貴
族
を
弾
圧
す
る
な
ど
中
央
集
権
的

な
ツ
ア
ー
リ
専
制
を
築
き
、
ロ
シ
ア
帝
国
の
基
礎
を
固
め
た
。
雷
帝
と
は
恐
怖
政
治
の
意
味
で
あ
る
。 

キ
エ
フ
は
長
い
間
リ
ト
ア
ニ
ア
公
国
に
属
し
て
い
た
が
、
ロ
シ
ア
領
と
な
っ
た
の
は
一
六
五
四
年
で
あ
る
。 

ロ
シ
ア
と
い
う
言
葉
は
、
国
名
と
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
は
ル
ー
シ
国
家
で
あ
っ
て
、
イ
ワ
ン
四
世
の
時
か
ら

ロ
シ
ア
帝
国
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

「
ロ
シ
ア
は
い
か
に
し
て
生
れ
た
か 

宮
野
裕 

N
H

K

出
版
」 

 

 

◆
十
五
世
紀
、
西
欧
で
ム
ス
ケ
ッ
ト
（
火
縄
式
激
発
装
置
銃
）
が
発
明
さ
れ
、
ま
た
た
く
ま
に
普
及
し
た
。

こ
の
小
銃
こ
そ
遊
牧
国
家
を
終
わ
り
に
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。 

 
 

騎
馬
民
族
の
タ
タ
ー
ル
の
弓
は
小
型
で
あ
る
が
、
日
本
の
弓
と
は
異
な
り
、
動
物
の
骨
を
薄
く
削
っ
て
ま
ず

薄
板
を
つ
く
る
。
そ
の
薄
板
を
幾
重
に
も
縛
着
し
て
作
り
上
げ
、
ち
ょ
う
ど
列
車
の
懸
架
ば
ね
と
似
た
よ
う

な
物
理
的
構
造
と
力
を
も
っ
て
い
て
、
ば
ね
の
力
が
実
に
強
か
っ
た
。
馬
上
疾
走
し
て
走
る
獣
を
射
て
、
百

発
百
中
と
い
う
彼
ら
の
道
具
は
生
活
の
基
本
に
根
ざ
し
て
い
た
た
め
、
遊
牧
民
族
の
国
家
（
汗
国
）
の
人
々

は
そ
れ
を
捨
て
て
銃
に
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。 

 
 

 

モ
ス
ク
ワ
公
国
の
イ
ワ
ン
四
世
の
武
力
の
中
心
は
西
欧
か
ら
輸
入
し
た
銃
と
な
っ
た
。
馬
上
操
作
を
容
易

に
す
る
た
め
火
縄
の
代
わ
り
に
歯
車
式
発
火
装
置
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
銃
兵
隊
を
創
設
し
た
。 

  
 

 

イ
ワ
ン
四
世
の
成
果
の
一
つ
に
シ
ベ
リ
ア
進
出
が
あ
る
。
（
シ
ベ
リ
ア
の
語
源
は
シ
ビ
ル
汗
国
に
あ
る
） 

 
 

大
公
は
コ
サ
ッ
ク
部
隊
な
ど
一
五
〇
〇
人
余
り
の
軍
勢
で
カ
ン
国
の
首
都
を
攻
撃
し
た
（
一
五
八
一
年
）
。 

 
 

一
四
八
〇
年
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
国
の
支
配
が
終
わ
り
、
さ
ら
に
一
六
四
〇
年
、
シ
ベ
リ
ア
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
遊
牧
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民
が
ロ
シ
ア
の
コ
サ
ッ
ク
に
征
服
さ
れ
る
の
も
銃
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
バ
ル
ト
海
か
ら
太
平
洋
ま
で
の
シ
ベ
リ
ヤ
・
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島
・
ア
ラ
ス
カ
の
領
土
を
獲
得
し
た
。 

（
こ
の
時
、
日
本
は
徳
川
三
代
将
軍
家
光
の
こ
ろ
で
あ
る
） 

（
日
本
の
種
子
島
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
漂
着
し
て
鉄
砲
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
ム
ス
ケ
ッ
ト
銃
の
発
明
か
ら

百
年
後
の
一
五
四
三
年
で
、
織
田
信
長
が
積
極
的
に
導
入
し
た
） 

ア
ラ
ス
カ
は
一
八
六
七
年
、
米
国
に
七
二
〇
万
ド
ル
で
売
り
渡
し
て
い
る
。 

 

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
つ
い
て 

 

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
と
ロ
シ
ア
人
と
は
文
化
的
に
似
て
い
る
が
、
国
家
観
は
異
な
る
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示

す
の
が
国
歌
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
国
歌
は
「
聖
な
る
我
ら
が
強
国
」
「
力
強
い
意
思
、
偉
大
な
栄
光
」
、
大

国
・
強
国
意
識
を
示
す
の
に
対
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
歌
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
が
自
由
を
尊
ぶ
コ
サ
ッ
ク
の
血

を
引
く
こ
と
を
強
調
し
、
「
自
由
の
た
め
に
身
も
心
も
捧
げ
よ
う
」
と
、
敵
を
撃
退
し
て
自
分
で
国
を
治
め

る
決
意
を
謳
う
。 

 

キ
エ
フ
ル
ー
シ
公
国
は
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
っ
て
単
一
の
ル
ー
シ
民
族
で
あ
っ
た
も
の
が
、
モ
ン
ゴ
ル
に
よ

っ
て
十
三
世
紀
半
ば
に
国
が
滅
亡
し
て
か
ら
三
百
年
間
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
地
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
代
表
す
る

政
治
権
力
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
間
は
リ
ト
ア
ニ
ア
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
支
配
し
た
。 

 

こ
の
期
間
中
に
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
の
三
民
族
に
分
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
分
化

の
原
因
は
か
つ
て
の
キ
エ
フ
ル
ー
シ
公
国
が
こ
の
時
代
に
、
モ
ス
ク
ワ
大
公
国
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
、
リ
ト

ア
ニ
ア
大
公
国
と
な
り
長
期
に
固
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
言
語
も
ロ
シ
ア
語
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
、
ベ
ラ
ル

ー
シ
語
と
い
う
独
立
し
た
言
語
に
な
っ
た
。 

 

十
三
世
紀
中
頃
、
こ
こ
の
大
平
原
を
支
配
し
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
の
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
国
も
十
五
～
十
六
世
紀

初
め
に
は
解
体
し
て
ク
リ
ミ
ヤ
汗
国
な
ど
い
く
つ
か
の
汗
国
に
分
裂
し
た
。 

こ
れ
ら
の
汗
国
に
服
属
し
な
い
モ
ン
ゴ
ル
系
の
タ
タ
ー
ル
な
ど
の
遊
牧
民
が
跳
梁
し
、
ル
ー
シ
人
の
町
や
村

を
襲
っ
て
奴
隷
狩
り
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
の
地
帯
は
ま
す
ま
す
過
疎
化
し
た
土
地
に
な
っ
た
。 

例
え
ば
一
四
五
〇
～
一
五
八
六
年
に
八
十
六
回
の
タ
タ
ー
ル
の
襲
撃
が
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

 

◆
こ
れ
に
備
え
て
自
衛
組
織
が
生
じ
、
ル
ー
シ
人
は
武
装
し
て
組
織
を
作
っ
て
い
っ
た
。
彼
ら
は
武
力
を
身

に
つ
け
る
と
、
今
度
は
タ
タ
ー
ル
を
襲
う
よ
う
に
な
っ
た
。
家
畜
を
盗
み
、
ト
ル
コ
人
や
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の

隊
商
を
襲
っ
た
。
ま
た
ク
リ
ミ
ア
汗
国
や
ド
ナ
ウ
河
口
地
帯
の
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
の
町
や
村
を
襲
っ
た
。
彼

ら
が
タ
タ
ー
ル
と
異
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
正
教
の
擁
護
者
を
任
じ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
保
護
、
ク
リ
ミ
ア
汗
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国
で
奴
隷
に
さ
れ
て
い
た
ル
ー
シ
人
を
解
放
す
る
こ
と
も
熱
心
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
者
た
ち
が
コ
サ
ッ
ク
と

呼
ば
れ
た
。 

コ
サ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
は
ト
ル
コ
語
で
「
分
捕
り
品
で
暮
ら
す
人
」
あ
る
い
は
「
自
由
の
民
」
を
意
味
す

る
。
遊
牧
民
の
タ
タ
ー
ル
と
戦
う
コ
サ
ッ
ク
は
始
め
ス
ラ
ブ
系
の
人
で
あ
っ
た
が
、
困
窮
農
民
や
ユ
ダ
ヤ
、

ト
ル
コ
な
ど
の
人
も
加
わ
っ
た
。 

コ
サ
ッ
ク
は
自
由
と
自
治
権
を
主
張
し
て
活
動
し
た
た
め
、
国
と
し
て
は
扱
い
に
く
い
集
団
で
も
あ
っ
た
。 

コ
サ
ッ
ク
は
徐
々
に
国
王
か
ら
も
認
め
ら
れ
、
国
家
の
組
織
と
な
っ
て
ゆ
く
。
タ
タ
ー
ル
や
ト
ル
コ
と
戦
い
、

ま
た
モ
ス
ク
ワ
公
国
や
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
帝
国
と
の
戦
争
に
出
動
し
て
頼
り
に
さ
れ
た
。
コ
サ
ッ
ク
兵
は
戦

争
に
は
、
騎
兵
と
し
て
参
加
し
、
命
を
惜
し
ま
ず
勇
猛
な
軍
団
で
あ
っ
た
。 

コ
サ
ッ
ク
は
ド
ニ
エ
プ
ル
川
を
中
心
に
平
時
に
は
町
や
村
で
家
族
と
と
も
に
農
業
を
営
ん
で
い
た
。
し
か

し
銃
や
剣
は
手
放
さ
な
か
っ
た
。
服
装
は
亜
麻
布
製
の
長
袖
上
着
、
だ
ぶ
だ
ぶ
の
ズ
ボ
ン
と
革
製
の
長
靴
、

頭
に
は
毛
皮
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。
頭
髪
は
一
房
に
毛
を
残
し
て
剃
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
タ
タ
ー
ル
の

風
習
を
真
似
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
満
州
族
の
弁
髪
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。 

 

十
七
世
紀
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
モ
ス
ク
ワ
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
め
ぐ
っ
て
戦
争
を
し
た
後
、
条
約
を
結
び
ウ
ク

ラ
イ
ナ
を
分
割
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
コ
サ
ッ
ク
の
自
治
権
は
弱
め
ら
れ
た
。 

十
七
世
紀
末
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
（
大
帝
）
が
中
央
集
権
国
家
を
つ
く
り
、
ス
エ
ー
デ
ン
と

の
戦
争
に
勝
利
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
ス
エ
ー
デ
ン
に
加
勢
し
て
戦
っ
た
）
し
て
強
国
と
な
っ
た
。 

 

十
八
世
紀
に
ロ
シ
ア
の
女
帝
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
（
ド
イ
ツ
人
）
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
コ
サ
ッ
ク
の
自
治

組
織
を
廃
止
し
ロ
シ
ア
の
強
権
下
に
従
わ
せ
た
。
ロ
シ
ア
は
敵
対
し
て
い
た
ト
ル
コ
と
条
約
を
結
び
、
戦
争

の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
コ
サ
ッ
ク
は
必
要
な
く
な
っ
た
。
こ
の
条
約
締
結
に
よ
り
、

ク
リ
ミ
ヤ
汗
国
（
南
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ク
リ
ミ
ヤ
を
統
治
し
た
）
は
孤
立
無
援
と
な
っ
た
。 

一
七
八
三
年
、
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
の
寵
臣
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
が
、
ク
リ
ミ
ヤ
の
首
都
バ
ッ
チ
サ
ラ
イ
を
攻
略
し

て
ク
リ
ミ
ヤ
汗
国
は
滅
亡
し
た
。 

こ
の
こ
と
は
、
ス
ラ
ブ
民
族
の
遊
牧
民
族
に
対
す
る
最
後
の
勝
利
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
は
全
ク
リ
ミ
ア
半

島
を
領
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
が
領
主
に
任
じ
ら
れ
た
。
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
は
こ
れ
ま
で
一
三

〇
年
間
に
わ
た
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
支
配
し
て
き
た
小
ロ
シ
ア
参
議
会
（
ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
小
ロ
シ

ア
と
呼
ん
だ
）
を
廃
止
し
て
ロ
シ
ア
の
県
と
し
た
。 

 

こ
の
あ
と
、
西
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
支
配
し
て
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
貴
族
の
権
力
が
強
く
な
り
、
王
権
が
弱
く

な
っ
て
い
っ
た
。
隣
国
ロ
シ
ア
と
プ
ロ
イ
セ
ン
が
絶
対
王
権
の
下
で
強
国
に
の
し
上
が
っ
て
き
て
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
は
ロ
シ
ア
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
三
国
に
分
割
さ
れ
ポ
ー
ラ
ン
ド
も
消
滅
し
た
。
そ
の
後

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
独
立
闘
争
は
幾
度
も
試
み
ら
れ
て
い
る
が
成
功
し
な
か
っ
た
。 
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第
一
次
大
戦
と
ロ
シ
ア
の
ボ
リ
シ
ェ
ビ
キ
革
命
は
、
ロ
シ
ア
と
東
欧
の
地
図
を
す
っ
か
り
塗
り
替
え
た
。 

ロ
シ
ア
で
は
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
退
位
に
よ
り
帝
政
が
倒
れ
、
ソ
連
（
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
）

と
い
う
新
し
い
国
家
が
生
ま
れ
た
。 

レ
ー
ニ
ン
の
死
ん
だ
あ
と
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
権
力
を
掌
握
し
た
。
六
年
間
に
わ
た
る
第
二
次
世
界
大
戦
の

あ
と
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
死
ん
で
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
を
経
て
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ
カ
政
策
（
共
産
党
独
裁
廃
止
・
統
制
経
済
の
緩
和
・
情
報
公
開
）
を
進
め
て
、
停
滞
し
て
い
た
ソ
連
邦

の
維
持
に
努
め
る
が
、
こ
れ
に
反
対
す
る
保
守
派
は
一
九
九
一
年
に
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
、
ク
リ
ミ
ア
の

別
荘
で
休
暇
中
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
を
拘
禁
し
た
。 

し
か
し
ロ
シ
ア
共
和
国
大
統
領
の
エ
リ
ツ
イ
ン
が
迅
速
に
軍
隊
を
動
か
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
失
敗
さ
せ
た
。 

同
時
に
共
産
党
を
解
体
し
た
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
ソ
連
を
解
体
し
て
、
独
立
国
家
共
同
体
（S

IS

）
の
体
制

を
創
設
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
ソ
連
経
済
を
衰
退
さ
せ
た
と
批
判
さ
れ
、
エ
リ
ツ
イ
ン
と
交
代
し
た
。 

こ
の
時
、
民
族
自
決
の
原
則
に
従
い
ソ
連
・
旧
ロ
シ
ア
帝
国
の
支
配
下
に
あ
っ
た
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ラ
ト
ビ

ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
の
バ
ル
ト
北
欧
諸
国
が
独
立
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国

下
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
も
完
全
独
立
を
果
た
し
た
。
（
ソ
連
は
建
国
六
九

年
で
終
了
し
た
） 

と
こ
ろ
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
独
立
運
動
に
絶
大
な
犠
牲
を
払
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
立
で
き
な
か
っ
た
。 

こ
れ
は
ロ
シ
ア
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
豊
か
な
土
地
と
工
業
・
農
業
の
生
産
力
抜
き
で
は
国
家
が
成
り
立
た
な
い

と
し
て
、
ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ベ
ラ
ル
ー
シ
と
独
立
国
家
共
同
体
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）
を
締
結
し
た
。 

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
山
岳
が
無
く
、
国
土
は
平
原
か
耕
地
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
パ
ン
籠
と
言
わ
れ
る
ほ
ど

穀
物
の
収
穫
量
が
多
い
。
国
土
の
面
積
は
ロ
シ
ア
を
除
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
で
あ
る
。 

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
独
立
宣
言
は
お
お
い
に
遅
れ
て
、
一
九
九
一
年
十
二
月
末
で
あ
っ
た
。 

二
十
世
紀
に
な
っ
て
六
回
目
の
事
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
五
回
の
独
立
宣
言
は
長
続
き
せ
ず
、
ロ
シ
ア
に

潰
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

そ
の
理
由
は
、
ロ
シ
ア
人
を
大
ロ
シ
ア
人
、
小
ロ
シ
ア
人
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
）
、
白
ロ
シ
ア
人
（
ベ
ラ
ル
ー

シ
）
と
い
う
三
位
一
体
の
大
民
族
で
あ
る
と
す
る
ロ
シ
ア
帝
国
期
の
考
え
が
底
流
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

四
半
世
紀
近
く
経
っ
た
二
〇
一
四
年
、
ロ
シ
ア
は
ロ
シ
ア
系
住
民
の
多
い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
の
ク
リ
ミ
ヤ

を
併
合
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
Ｃ
Ｉ
Ｓ
か
ら
脱
退
を
表
明
。
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
二
〇
二
二
年

に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
し
戦
火
が
続
く
。 
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